
１　負担金の予算決算等について

負担金の名称

負担金の金額

２　負担金の交付先について

所在

３　負担金の対象となる事業等について

事業実績
（具体的な手法）

負担金を交付して
市が得たメリット

負担金検証調書【令和４年度交付分】

ジェトロ名古屋貿易情報センター運営負担
金

市の担当部課 経済環境部産業課 問い合わせ先 内線１３７１

100,000 円予算額 100,000 円 当初交付額 100,000 円

有 代表者
理事長　石黒憲
彦

決算額 100,000 円 前年度決算額

東京都港区
赤坂一丁目
12番32号

構成団体

設置の根拠 独立行政法人日本貿易振興機構法

意思決定の方法 主務大臣の目標の下で理事長が決定

名称 独立行政法人日本貿易振興機構 （法人格の有無）

所在 名古屋市中村区名駅４－４－３８ 代表者
日本貿易振興機構　名古屋貿易情報センター所長
平野修一

事業資金の管理責任者 副理事長　信谷和重 事業資金の管理者
日本貿易振興機構　名古屋貿易情報センター所長
平野修一

（事務局が市である場合）
市のルールに準じているか？

完全準拠でない
場合の内容等

（事務局が市でない場合）
具体的に記述

独立行政法人通則法第46条第2項による
証拠書類
の有無

有

事業資金等の保管方法 不明

事業内容
（事業の全体像）

海外事業に取り組む企業の貿易・投資に関する相談、セミナー・商談会の実施、輸出に関する個別支援を行う。

（犬山市の役割） 企業活動の後方支援。市が資金を負担し運営に加わることで加盟している市内企業が本法人のサービスについて特別な配慮を受けることが可能となります。

市内企業の海外輸出に対する相談対応、新輸出大国コンソーシアム事業、中小企業海外展開現地支援プラットフォームサービス、海外ビジネスサポートサービス、ジャパンモー
ルジャパンストリート、各種展示会・商談会、セミナーの開催を行った。市内企業延べ15社がサービスを利用した。個別企業名は非公開。

市内企業が輸出販路開拓や、海外進出先での支援を受けるなどによって海外にビジネスの幅を広げることで市内企業の振興が図られた。

交付先の状況

事務局の体制等
契約、支出
決裁の方法



４　負担金の交付先における収支等について

犬山市負担金額（当初支出額） 100,000 円 精算の有無 無 精算（返還）額 0 円 精算後の負担金の額 100,000 円

負担金の対象となる全体事業費（精算がある場合は精算前の額） 収入額 163,884,847 円 支出額 163,884,847 円 余剰額 0 円

構成員の負担割合（根拠） 市町によって異なるが、犬山市は同程度の規模の市と同額の負担金としている。

余剰額が発生した場合の取扱い
独立行政法人日本貿易振興機構全体事業の中の名古屋貿易情報センターの地方事業費として必
要な額が予算化されているため余剰額は発生しない。

繰越額 0 円

交付先における収入の状況（精算前の額）

予算（当初支出時の想定） 決算（実績）

積算等 金額 積算等 金額 契約の方法、相手方等

人件費
不明（予算について地方ご
とに作成していない）

円 所長及び所員 26,895,666 円
独立行政法人通則法第46条第2
項による

人件費
不明（予算について地方ご
とに作成していない）

円 上記以外の職員 13,630,501 円
独立行政法人通則法第46条第2
項による

管理費
不明（予算について地方ご
とに作成していない）

円 借館料 9,885,756 円
独立行政法人通則法第46条第2
項による

管理費
不明（予算について地方ご
とに作成していない）

円 事務費 3,331,899 円
独立行政法人通則法第46条第2
項による

管理費
不明（予算について地方ご
とに作成していない）

円 事務所運営強化促進費 682,000 円
独立行政法人通則法第46条第2
項による

管理費
不明（予算について地方ご
とに作成していない）

円 地方事業費 3,980,837 円
独立行政法人通則法第46条第2
項による

管理費
不明（予算について地方ご
とに作成していない）

円
その他（自治体等負担金
を含まない事業費）

105,478,188

0 円

円
独立行政法人通則法第46条第2
項による

積算がない場合
の特記事項

予算は、独立行政法人日本貿易振興機構全体のものしかないため不明とした。決算については、名古屋貿易情報センターの分をまとめた事業実施報
告書より記載した。

交付先における
支出の状況

項目

合計 163,884,847 円


